
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

一

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

し
ゆ
ん

�
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可

（
港

湾

課
）

二

公

告

�
落
札
者
等
の
告
示

（
情
報
政
策
課
）

�
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し

（
経
営
支
援
課
）

三

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
四
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意
（
五
件
）

（

〃

）

四

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第３７号

平 成１７年

５月１３日（金曜日）

医
院

観
音
寺
市
柞
田
町
甲

二
〇
九
八
番
地

観
音
寺
市
柞
田
町
甲

二
〇
九
八
番
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
療
養
型
医
療
施
設

平
成
一
七
、
二
、
一

指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
愛
慈
会

善
通
寺
市
上
吉
田
町

七
丁
目
八
番
九
号

医
療
法
人
社
団
愛
慈

胃
腸
科
内
科
医
院

善
通
寺
市
上
吉
田
町

七
丁
目
八
番
九
号

居
宅
介
護
支
援
事
業

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
三
、
一

医
療
法
人
社
団
久
保

外
科
整
形
外
科
医
院

観
音
寺
市
柞
田
町
甲

二
〇
九
八

医
療
法
人
社
団
久
保

外
科
整
形
外
科
医
院

観
音
寺
市
柞
田
町
甲

二
〇
九
八

訪
問
看
護

居
宅
療
養
管
理
指
導

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
療
養
型
医
療
施
設

平
成
一
七
、
三
、
二
八

香
川
西
部
ヤ
ク
ル
ト

販
売
株
式
会
社
福
祉

事
業
部

善
通
寺
市
大
麻
町
七

七
七
番
地
五

香
川
西
部
ヤ
ク
ル
ト

販
売
株
式
会
社

善
通
寺
市
大
麻
町
七

七
七
番
地
五

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
七
、
四
、
一

み
き
山
荘
短
期
入
所

生
活
介
護
事
業
所

木
田
郡
三
木
町
井
戸

三
八
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
木
田

福
祉
会

木
田
郡
三
木
町
大
字

下
高
岡
二
八
八
二
番

地
一

短
期
入
所
生
活
介
護

告

示

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
二
、
二
八

久
保
外
科
整
形
外
科

久
保

脩

訪
問
看
護

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

（
第
九
二
三
四
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
三
百
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

し
ゆ
ん

り
公
有
水
面
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
直
島
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
五
月
十
三
日
か
ら
十
年
間
閲
覧
に
供

す
る
。平

成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

し
ゆ
ん

一

竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
二
十
八
日

し
ゆ
ん

二

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
十
号

香
川
県
知
事

真
鍋

武
紀

三

埋
立
区
域

１

位
置

香
川
郡
直
島
町
字
宮
ノ
浦
二
二
〇
三
番
一
及
び
二
二
四
九
番
四
に
接
す
る
無
番
地
地
先
並
び
に
二

二
四
九
番
二
六
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
秋
分
の
満
潮

位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
二
・
七
八
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

�
の
地
点

二
等
三
角
点
直
島
（
北
緯
三
四
度
二
七
分
二
一
・
七
二
二
三
秒
、
東
経
一
三
三
度
五

九
分
六
・
一
七
三
〇
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
七
七
度
一
七
分
五
三
秒

、
九
二
二
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
一
四
分
五
〇
秒

九
〇
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
一
四
分
五
二
秒

三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
五
七
分
〇
四
秒

九
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
五
二
分
五
〇
秒

一
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

	
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
四
五
度
〇
二
分
二
六
秒

六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点



の
地
点

	
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒

二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点



の
地
点
か
ら
四
五
度
一
九
分
四
四
秒

一
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
二
四
分
四
七
秒

九
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点


の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
〇
八
分
三
九
秒

一
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点


の
地
点
か
ら
三
一
五
度
一
九
分
二
五
秒

二
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
一
一
分
四
五
秒

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
四
四
分
五
〇
秒

九
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
四
五
度
〇
九
分
五
三
秒

一
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
一
四
分
三
六
秒

三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
九
〇
度
一
四
分
三
九
秒

二
一
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

四
、
〇
八
九
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１

免
許
年
月
日

平
成
十
三
年
六
月
二
十
二
日

２

免
許
番
号

一
三
港
湾
第
五
一
七
四
号

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
件
名
及
び
数
量

給
与
シ
ス
テ
ム
運
用
業
務

一
式

二

調
達
方
法

購
入
等

三

契
約
方
式

随
意

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

（
第
九
二
三
四
号
）

二



四

契
約
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
株
式
会
社
四
国
営
業
本
部

香
川
県
高
松
市
藤
塚
町
一
丁
目
一

〇
番
三
〇
号

六

契
約
価
格

三
五
、
九
一
〇
、
〇
〇
〇
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

八

担
当
課

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
政

策
部
情
報
政
策
課
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
一
四
一

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
一
号

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。平

成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

氏
名

佐
々
木

修
志

二

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

香
川
県
高
松
市
花
ノ
宮
町
二
丁
目
一
番
二
十
七
号

三

登
録
番
号

香
川
県
知
事
（
Ｎ
一
）
第
〇
〇
五
八
五
号

四

登
録
の
取
消
し
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
二
十
六
日

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
三
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

坂
出
市
江
尻
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
浜
田
地
区

坂
出
市
加
茂
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
山
ノ
神
樋
本

地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
鴨
庄
赤
門
前

地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
本
鴨
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
氏
部
大
美
場

地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
上
氏
部
東
幹

線
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
鴨
庄
下
藤
木

地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
立
手
地
区

坂
出
市
西
庄
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
庄
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
原
地
区

多
度
津
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
森
時
中
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
平
尾
地
区

琴
南
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
内
田
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
新
井
手
地
区

観
音
寺
市
粟
井
土
地
改
良

区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
岩
鍋
幹
線
水
路
地

区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

（
第
九
二
三
四
号
）

三



●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
三
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仲
南
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事

業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
東
幼
稚
園
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
二
十
日
認
可
し

た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
三
日
同
意
し
た
。

事

業

主

体

土

地

改

良

事

業

名

中
村
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
中
村
地
区

一
股
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
一
股
地
区

下
大
宮
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
下
大
宮
地
区

八
幡
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
八
幡
地
区

生
稲
中
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
生
稲
中
地
区

下
村
下
所
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
下
村
下
所
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
摺
鉢
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
総
壇
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
木
ノ
下
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
栗
ノ
下
西
又

地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
東
碑
殿
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
上
東
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
稲
木
西
角
地

区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
原
田
宮
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
上
郷
西
部
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
西
原
地
区

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

多
度
津
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
蜂
の
坪
地
区

善
通
寺
市
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
熊
ヶ
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
菖
蒲
池
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

（
第
九
二
三
四
号
）

四



平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

市

名

土

地

改

良

事

業

名

丸
亀
市

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
東
行
末
下
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
沖
南
二
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
西
山
一
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
池
尻
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
油
山
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
西
原
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
一
本
木
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
原
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

満
濃
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
椿
谷
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
福
家
下
所
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

満
濃
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
西
真
野
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
下
分
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
西
田
井
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
平
塚
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
平
塚
東
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
成
願
寺
下
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
一
番
堂
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
尻
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
宿
母
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
咲
屋
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
西
行
末
上
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
西
新
田
東
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
川
西
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
原
村
一
号
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

（
第
九
二
三
四
号
）

五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
八
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
二
十
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
深
田
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
池
下
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
公
文
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
杉
上
上
所
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
五
毛
地
区

仲
南
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
中
谷
西
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
寺
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
井
倉
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
春
日
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

三
木
町

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
田
村
中
池
地
区

〃

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
よ
し
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
西
土
居
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

（
第
九
二
三
四
号
）

六


